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　地域猫とは、エサやふん尿の管理、不妊・去
勢手術の徹底など地域のルールに基づいて適切
に管理された、飼い主のいない猫のことです。
　八千代市に登録している、地域猫活動団体に
対し、団体が管理している地域猫への不妊・去
勢等手術費用の一部を助成します。個人は対象
としません。
▶助成限度額　猫１匹につき、オス5,000円、メ
ス１万円まで　
▶申請方法　４月３日㈪～９月29日㈮ (土曜･
日曜日、祝日を除く)に、市役所環境政策室で受
け付け。先着順で予算枠に達した時点で終了　
▶対象　次のすべての条件を満たす団体と猫
が対象です。
【団体】八千代市地域猫活動団体として事前に

地域猫不妊去勢等手術費用の一部を助成します

　市では、市内中小事業者が経営上必要とする
資金の調達を円滑にするため、市内取扱金融機
関を通じた低利の融資制度を設けています。通
常の事業資金とは別に、４月１日からは新たに
｢創業者継続応援資金｣を創設し、創業後１年
以上５年未満の事業者を対象に融資申込可
能枠を拡大しています。ぜひご利用ください。
　内容など詳しくは、市H
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Pをご覧になるか、
商工課へお問い合わせください。

　春の入学シーズンは子どもの交通事
故が増える時期です。また、高齢者の
歩行中の事故も多く発生しています。
交通安全の意識を高め、交通死亡事
故ゼロを目指しましょう。

■春の交通安全キャンペーン
　▶日時　４月８日㈯午前9時30分～11時15分　▶場所　イオンモール八
千代緑が丘アゼリア広場　▶内容　出動式、八千代東高校による吹奏楽の
演奏、交通安全啓発物資の配布など　※変更する場合があります。　

（生活安全課・八千代警察署交通課）

市内中小事業者を対象に
創業者継続応援資金を新設

４月６日㈭から
春の全国交通安全運動
～おともだち むこうにいても
　みぎひだり～

申請し、登録された団体（すでに登録のある団
体は申請不要）　※団体登録要件　㋐同一の世
帯に属さない３人以上で構成されている　㋑代
表者が市内に住んでいる（申請時には確認でき
るものを持参）　㋒地域猫活動に係る地域が市
内である　㋓地域猫活動に係る地域に属する自
治会や土地所有者などの同意を得て、住民など
にその活動の周知を行っている　
【猫】㋐飼い主のいない猫で、申請団体により
管理されている猫　㋑これから不妊・去勢など
の手術を受け、耳先をＶ字にカットさせる猫　
※助成を受けるためには、手術前に団体登録と
交付申請が必要となりますので、ご注意くださ
い。申請時の注意事項や添付書類など、詳しく
は環境政策室へお問い合わせください。　　

　住宅用省エネルギー設備などをこれから設置し、
30年２月28日㈬までに実績報告を提出できる人
に費用の一部を補助します。５月10日㈬から先
着で申請の受け付けを開始し、予算額に達した
時点で終了になります。今年度から補助対象の
条件が変わりますのでご注意ください。詳しく
は、環境政策室へお問い合わせください。
　▶対象設備／補助金額　①太陽光発電設備／
太陽電池モジュールの公称最大出力合計値１kw
あたり２万円（上限９万円）※既築住宅(建築工
事が完了している住宅）でありエネルギー管理シ
ステム(ＨＥＭＳ）または蓄電システムを設置す
ること（太陽光発電システムが設置された建売住
宅を購入した場合は補助対象外）
②家庭用燃料電池システム(エネファーム)／１
設備あたり10万円　③定置用リチウムイオン蓄
電システム／１設備あたり10万円　④太陽熱利
用システム（自然循環型は対象外）／１設備あた
り５万円　▶申し込み　所定の申請書類を市役
所環境政策室へ持参（代理申請可）。受け付けは、
土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く午前８時30
分～午後５時。必ず工事着工日または建売住宅の
引き渡しの14日前（土曜・日曜日、祝日、年末年
始を除く）までに申請してください。ただし、建
売住宅は４月以降に契約したものに限ります。
申請書類は同室窓口で配布するほか、市Ｈ
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Ｐから
ダウンロードもできます。
※添付書類は昨年度と異なります。書類などに
不足や不備がある場合は受理できません。同室
で配布する｢ご案内」や市Ｈ
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Ｐで対象要件などを
必ず確認してください。　　　　（環境政策室）

　市立小・中学校のプールを責任者の明確な団
体に開放します。説明会を５月９日㈫午後２時
から教育委員会庁舎第１・２会議室で開催しま
す。希望する団体は必ず参加してください。
　なお、耐震工事などの都合で夏休み中にプー
ルが使用できない場合もあります。説明会に参
加する前に、必ず各学校と使用の可否や使用方
法などを確認してください。
　▶期間　７月21日㈮～８月31日㈭（土曜・日
曜日、祝日を除く）　▶申し込み　説明会で配
布する申請書を５月31日㈬までに文化・スポー
ツ課へ持参　　　　　　　　（文化・スポーツ課）

　市北部の阿蘇・睦地区で、イノシシによ
る農作物などへの被害が発生しています。
そのため、習志野八千代猟友会が「くくり
わな」を設置して捕獲を行っています。イノ
シシを目撃した場合は農政課 483-1151
までご連絡ください。また、わなに掛かっ
たイノシシを発見した場合は、絶対に近づ
かないでください。
　▶捕獲地域　上高野・下高野・米本・保品・
神野・桑納・桑橋地区
（ただし、私有地・農地内
に限る）　　　　（農政課）

　候補者などの氏名・後援団体の名称が表示さ
れている政治活動用ポスターのうち、次のもの
は掲示することができません。
　▶ベニヤ板やプラスチック板などで裏打ちさ
れているもの　▶「○○後援会の家」「△△後援会
会員証」など事務所や連絡所、また後援団体の構
成員であることが表示されているもの　▶掲示
責任者と印刷者の氏名・住所が記載されていな
いもの
　候補者・後援団体などのポスターは任期満了
の６か月前の日から選挙期日までの間、当該選挙

市立小・中学校のプールを
夏休みに開放します

住宅用省エネルギー設備などの設置費用
一部補助申請を５月10日㈬から受付開始

イノシシを
捕獲しています

政治活動用ポスターの掲示制限選挙シリーズ①

区内には掲示できません。
　政党などの政治活動用ポスターに
ついては、選挙前の掲示制限はありま
せんが、氏名や、氏名が類推されるような事項を
記載された人が候補者となったときは、候補者と
なった日のうちに当該選挙区内において撤去しな
ければなりません。
■八千代市長選挙は５月21日㈰投票日
　立候補予定者説明会は、４月14日㈮午後１時30
分から市役所４階第１委員会室で開催します。

（選挙管理委員会事務局）


